
令和3年8.1～

                 　　　（介護予防）認知症対応型共同生活介護 利用料金表

■ 入居保証金

　　　現状回復費用としてお預かりし、退居時にご清算いたします。

■ 介護報酬 利用者負担分

１月につき
< 単位 >

（ｱ+ｲ+ｳ）×30日+ｴ ｵ×11.1％ オ×2.3% （ｵ+ｶ+キ）×地域単価

(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ) (ｵ) (ｶ) （キ） ※ 地域単価：10.72円

（要支援 ２） 748 0 22660 2515 521 275,461 27,547 55,093 82,639

要介護 １ 752 23950 2658 551 291,144 29,115 58,229 87,344

要介護 ２ 787 25000 2775 575 303,912 30,392 60,783 91,174

要介護 ３ 811 25720 2855 592 312,670 31,267 62,534 93,801

要介護 ４ 827 26200 2908 603 318,501 31,851 63,701 95,551

要介護 ５ 844 26710 2965 614 324,698 32,470 64,940 97,410

■ その他の介護報酬算定項目

■ 介護報酬分を除く月額利用料 ① 初期加算　30単位/日

家　　賃   ① （ 前払い ） 　入居時 及び 30日を越える入院後に再入居した場合、初日から30日以内の期間加算されます。

家　　賃　 ② 生活保護受給者（ 前払い ） ② 入院時費用　246単位/日

共 益 費 （ 前払い ） 　入院した場合、1月に6日限度として加算されます。

食　　費　　 ③ 看取り介護加算 （1）死亡日以前 31～45以下　72単位/日

（ 1日 1,300円　 朝 250円 ・ 昼 450円 ・ 夜 500円 ・ おやつ 100円 ） 　 （2）死亡日以前 4日以上30日以下　144単位/日

水道光熱費 　 （3）死亡日 前日・前々日　680単位/日

 ※ 食費と水道光熱費は、1ヶ月30日として計算しています。 （4）死亡日　1,280単位

④ 若年性認知症利用者受入加算　120単位/日

　若年性認知症と診断されている方の受け入れを実施した場合の加算です。

⑤ 退居時相談援助加算　400単位

　退居して居宅へお戻りになる際、相談援助を行った場合の加算です。

介護保険
負担割合証

３割負担
< 円 >

社会福祉法人　育生会　グループホーム たまてばこ

２７０，０００円

要介護区分

１日につき
< 単位 > １ヶ月

（30日計算）
合成単位数

< 単位 >

介護職員
処遇改善

加算
（Ⅰ）

< 単位 >

介護職員
特定

処遇改善
加算
（Ⅱ）

< 単位 >

10割
< 円 >

利用者負担分

６８，０００ 円

医療連携
体制加算

サービス
提供体制
強化加算

(Ⅲ)

科学的介護
推進体制加

算

介護保険
負担割合証

１割負担
< 円 >

介護保険
負担割合証

２割負担
< 円 >

基本単位

３９，０００ 円

１８，５００ 円

１０，０００ 円

介護報酬 利用者負担分 と 介護報酬分を除く月額利用料 の
合計金額を 翌月に口座引落にてお支払いただきます。
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６８，５００ 円


